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王寺町制１００周年記念事業企画運営業務仕様書 

 

１ 業務名 

 王寺町制１００周年記念事業企画運営業務 

 

２．業務目的 

 本町は、令和８(2026)年２月１１日に町制施行１００周年を迎える。 

 本業務は、この歴史的な節目を、本町のこれまでのあゆみや歴史・文化を再認識する機会

とするとともに、町民の「愛着」や「シビックプライド」を育むことを目的としたイベント

企画や町内外へのプロモーションを行うものである。 

 

３．履行期間 

本業務の履行期間は、契約締結の日から令和８年３月３１日とする。 

 

４．業務内容 

王寺町の町制施行１００周年を記念した広報プロモーション、イベント企画を実施するも

のである。なお、業務の詳細については、選定事業者の提案を基に業務着手時に協議のうえ

決定する。下記業務内容に留意しながら、よりよい提案を求める。 

 

 （１）町制１００周年記念式典 

   本町の町制１００周年のメインイベントとして、記念式典を開催する。参加対象は王寺町

民を優先した一般とし、主催は王寺町とする。日程、開催場所等は次のとおりとする。 

  ○開催日 令和７年９月２３日（火・祝）午前 

  ○会場 王寺町文化福祉センター 大ホール（定員５８６人） 

      （奈良県北葛城郡王寺町畠田９丁目１６０８番） 

  ○入場料 無料 

  ○イベント実施体制 

   ・責任者１名、プロ司会者１名、来場者対応スタッフ、受付スタッフ、舞台管理スタッフ

を適正数配置すること。 

   ・スタッフは、イベント内容に関する経験を有し、安全管理ができる者であること。 

   ・責任者及びスタッフは、本町職員と連携しながら、円滑な来場者対応をすること。 

   ・会場演出・設営、備品（映像機器、ＰＣ等）の手配、式典の進行、運営を行うこと。搬

入及び設営はイベント前日９月２２日（月）９時から、撤収はイベント終了後から当日

１８時頃までの間にできるものとする。 

   ・全体管理マニュアル、運営台本等を作成すること。 

   ・出演者等の送迎、アテンドを行うこと。 

  ○特記事項 

   ・式典は１時間３０分程度を想定している。プログラムは、町民団体による演奏、町長に
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よる式辞、来賓挨拶、記念動画の上映、功労者表彰、名誉町民の表彰などを想定してお

り、本町より指示する。 

   ・参加者については、来賓や町関係者、功労者及び令和７年度表彰者及び関係者への招待

を行うものとする。 

   ・司会者の謝金・交通費運営に係る一切を委託費に含む。 

 

 （２）町制１００周年記念コンサート 

   「音楽のあるまちづくり」を進める本町の町制１００周年にふさわしい記念事業とし

て、アーティストを招いて本物の音楽に触れることができるコンサートを開催する。参

加募集対象は王寺町民を優先した一般とし、主催は王寺町とする。日程、開催場所等は

次のとおりとする。募集人数については、本町との協議により決定する。 

  ○開催日 令和７年９月２３日（火・祝）午後 

  ○会場 王寺町文化福祉センター 大ホール（定員５８６人） 

      （奈良県北葛城郡王寺町畠田９丁目１６０８番） 

  ○入場料 無料 

  ○イベント実施体制 

   ・責任者１名、プロ司会者１名、来場者対応スタッフ、受付スタッフ、舞台管理スタ

ッフを適正数配置すること。（本町職員５名程度配置可能） 

   ・スタッフは、イベント内容に関する経験を有し、安全管理ができる者であること。 

   ・責任者及びスタッフは、本町職員と連携しながら、円滑な来場者対応をすること。 

   ・会場演出・設営、備品（映像機器、ＰＣ等）の手配、コンサートの進行、運営を行

うこと。搬入及び設営はイベント前日９月２２日（月）９時から、撤収はイベント

終了後から当日１８時頃までの間にできるものとする。 

   ・全体管理マニュアル、運営台本等を作成すること。 

   ・出演者等の送迎、アテンドを行うこと。 

  ○特記事項 

   ・若年層を含めた幅広い層の参加が見込めるような出演者及びプログラムを提案する

こと。なお、音楽のジャンルは問わない。 

   ・出演者については、可能な限りスケジュールが空いていることを確認し、提案する

こと。 

   ・イベント内容が町内外に広く伝わる施策も合わせて提案すること。 

   ・事務局を設置し、問い合わせ対応、参加証の交付、事前申し込み受付業務及び当日

受付業務等を行うこと。 

   ・出演者・司会者の謝金、出演者・司会者等の交通費、参加者募集のための広告費等、

運営に係る一切を委託費に含む。 

   ・参加者に会場で、コンサートに関するアンケートを行う。（案文の作成、印刷、配

布、回収、集計作業を含む。） 
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 （３）１００周年当日イベント 

   町制１００周年当日である令和８年２月１１日に合わせ、子どもや若年層を含めた幅

広い層のできるだけ多くの町民が参画できるイベントを開催する。参加募集対象は王寺

町民を優先した一般とし、主催は王寺町とする。日程、開催場所等は次のとおりとする。

募集人数については、本町との協議により決定する。 

  ○開催日 令和８年２月１１日（水・祝） 

  ○会場 王寺町文化福祉センター 大ホール（定員５８６人） 

      （奈良県北葛城郡王寺町畠田９丁目１６０８番） 

  ○入場料 無料 

  ○イベント実施体制 

   ・責任者１名、プロ司会者１名、来場者対応スタッフ、受付スタッフ、舞台管理スタ

ッフを適正数配置すること。（本町職員５名程度配置可能） 

   ・スタッフは、イベント内容に関する経験を有し、安全管理ができる者であること。 

   ・責任者及びスタッフは、本町職員と連携しながら、円滑な来場者対応をすること。 

   ・会場演出・設営、備品（映像機器、ＰＣ等）の手配、講演会の進行、運営を行うこ

と。搬入及び設営はイベント前日２月１０日（日）９時から、撤収はイベント終了

後から当日１８時頃までの間にできるものとする。 

   ・全体管理マニュアル、運営台本等を作成すること。 

   ・出演者等の送迎、アテンドを行うこと。 

  ○特記事項 

   ・若年層を含めた幅広い層の参加が見込めるような出演者及びプログラムとすること。 

   ・イベントの内容は、上記開催日・会場で実施でき、かつ町民が参加しやすいものと

し、本町との協議により決定するものとする。 

   ・著名人等を起用する場合は、可能な限りスケジュールが空いていることを確認し、

提案すること。 

   ・イベント内容が町内外に広く伝わる施策も合わせて提案すること。 

   ・事務局を設置し、問い合わせ対応、参加証の交付、事前申し込み受付業務及び当日

受付業務等を行うこと。 

   ・出演者・司会者の謝金、出演者・司会者等の交通費等、運営に係る一切を委託費に

含む。 

   ・参加者に会場で、イベントに関するアンケートを行う。（案文の作成、印刷、配布、

回収、集計作業を含む。） 

 

 （４）進行管理・情報発信 

  ○各業務の実施にあたっては、事前に町と十分に協議することとし、定期的に本町と打ち合

わせ、進捗状況の報告の場を設けること。 

  ○本業務にあたり、受託者は可能な限り１００周年を契機とした町の情報発信に努めること。

また、令和６年度に開設した１００周年特設サイトの管理・運営を引き継ぎ行うこと。 



4 

 

５．定期ミーティング（業務報告会） 

 本業務の進め方の協議や進行管理・成果等について、常に本町と連携を図り、情報共有を

しながら適切な業務が遂行されるよう、１か月に１回程度、原則王寺町役場において定期ミ

ーティングを行い、受託者は終了後速やかに議事録を提出すること。 

 

６．その他運営上の要件 

（１）実施体制 

実施体制には、業務責任者を置き、業務全般の活動を一元化（トータルコーディネー

ト）すること。 

（２）事業計画書の作成 

契約締結後、事業計画書を作成し、提出すること。 

（３）業務完了報告書の作成 

事業実施後において、業務完了報告書を作成し、提出すること。 

 

７．成果物 

 ・実施報告書 一式 

 ・上記の電子データ 一式 

  ○納品場所 奈良県北葛城郡王寺町王寺２－１－２３ 

        王寺町総務部 政策推進課 

 

８．契約に関する条件等 

（１）再委託等の制限 

受託者は、本業務の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。ただし、

業務の一部を再委託若しくは請負わせる場合において、事前に書面にて報告し、本町の

承諾を得たときは、この限りではない。 

（２）成果品の利用及び著作権 

①受託者は、委託業務の成果物に対し、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条

（複製権）、第２３条（公衆送信権等）、第２６条の２（譲渡権）、第２６条の３（貸

与権）、及び第２８条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権

利を、成果物の納入、検査合格後、直ちに王寺町に無償で譲渡するものとする。 

②受託者は、本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。 

③受託者は、成果物が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果物に

関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。 

（３）業務の履行に関する措置 

王寺町は本業務（再委託した場合を含む）の履行につき著しく不適当と認められると

きは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを

要求することができる。受託者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項につ

いて対応措置を決定し、その結果を要求のあった日から１０日以内に王寺町に書面で通
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知しなければならない。 

（４）機密の保持 

受託者は、本業務（再委託した場合を含む）を通じて知り得た情報を機密情報として

扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関

して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を

講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。 

（５）個人情報の保護 

   本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律

を遵守しなければならない。 

（６）資料の貸与 

   事業者は、業務を行うにあたり、本町と協議のうえ必要な資料を請求するとともに、貸

与した資料について十分に確認の上、適切に管理し、業務完了後は速やかに返却又は廃棄

すること。 

 

９．事業費限度額と支払方法 

（１）事業費限度額 

 １３，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（２）支払方法 

 業務完了確認後、全額を払うものとする。 


